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◆

年金局の内部組織に関する細則

平成30年10月1日適用

厚生労働省組織令（平成12年政令第252号） 、厚生労働省組織規則（平成13年厚生労働省令第1号）及び厚生労働省の内部組織に
関する訓令（平成13年厚生労働省訓第1号）に定めるもののほか、年金局の内部組織を次のとおり定め、平成30年10月1日から適用
する。

腺長補佐又

は室長補佐

の定数

専 門 宮

名 称 定数

係

数 名 称

主査の

定数

専門スタッフ職

名 称 定数

書配付 3 管
経
共

率
率
済鯛整係

1

総務裸 9

＜内3＞
人事鯛整専門官
広報広聴官
年金財政専門官
年金数理専門官
(財政専門官）

舩務専門官

１
１
１
２
１

<内1＞
9

<内8＞

12

<内3＞
庶務係
人事係
職員係
舩務係
（飼整係）
企画係

(財政総括係）
厚生年金保険財政係
厚生年金保険■度間■豆係

国民年金財政係
基礎年金財政係
(脚西匝昼郷出金管理墨）

7

年金謀 2 年金制度胴整専門官
年金割麿腿賓専門官
年金事業鯛整専門官
年金劃麿企画専門官

１
１
１
１

5 庶務係
企画法令第一係
企画塗令第二係
企画法令第三係
企画垂令第四係

6

国際年金課 5 国際年金通算鯛整官 4 8 庶務係
協定第一係
協定第二係
企画僅
鯛整係
外国年金係
国際事菜係
国際年金塑整係

3

資金蓮用謀 2 資金運用専門官
査令蓮用塑整官
麺立金唾園團査官

１
１
１

3 運用管理係
業務管理係
余圃蝿査墜

2

企業年金・個人年金課

[企業年金・個人

年金普及推繼幸］

[基金数琿室］

2

1

1

企業年金資産運用胸整官
企案年金資産運用専門官

基金指導鯛整官
釘誉健全化指導飼整官

砿定拠出年金指導鯛整官

確定拠出年金指導専門官

企集年金指導飼整官

企集年金監杏國整官

財政運営指導飼整官

企業年金推識専門官

企察年金・■人年金管及堂竃専円官

数理解析官
数理専門官

１
１
２
１
１
１
１
１
１
１

1

1

2

<内1＞

8

1

2

庶務係
企案年金係
国民年今整合塵
指導鯛整係
確定拠出年金係
茎令竃用係

確定拠出年金運用係
企画係

菅及推進係

数翻企画係
数理指導係

2 企集年金財政分祈官 1

数理課

[数理鯛整管理室］

3

2

<内1＞

数理専門官

数理解析専門官
(数理飼整官）

鯛査解析官

2

<内1＞
１
１

<内1＞

1

3

3

<内1＞

庶務係
数理第一係

数理第二係

(管理係）
鮫理鯛蔓管理第一係
数理鯛蔓管理第二係

1 国際年金財政分析官 1



今

写

皿
｜

’

’

下
’

I

口

(注）併任の官職（関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする職）を下配の配号で示す。

室 長……｡． ［ ］

補 佐 ・･……〈内＞

専門官・係長 ．．…… （ ）＝名称、〈内＞＝定数

主 査…．．…〈内＞

計 …．．…〈内＞

’

’

事業企画課

システム室

鯛香窒

藍香壼

会計室

5

3

1

3

＜内2＞

6

＜内2＞

企濁蝿整官
企画専門官
運営管理専門官
評価専門官
(サービス改善専門官）

情報企画専門官
情報セキュリティ専門官

鯛査専門官
鯛査分析専門官

予算専門官
契約鯛査官
(管財専門官）

(会計事務専門官）

１
２
２
１
２

<内2＞

3

1

１
１

１
１
１

＜内1＞

1

＜内1＞

6

4

1

3

6

庶務係
傭■公開・社会保険労葛士係

企画係

配録整備係
運営管理係
国民の声対応係

計画係

システム企画係
情報余画僅
セキュリティ対策係

統計鯛査係

跨杏嬢
システム

鯛査係
監杏侭

予算係
決算係
出納係
鯛達審杏係
管財係
契約係

4

1 1

2

1

＜内1＞

2

事業管理謀

(給付事業室）

9

4

年金事掌蓮堂専門官

厚生年金保険適用徴収専門宮

国民年金適用収納専門官

年金菓務推進専門官

行政対象暴力等専門官
年金配録審査官
年金配録審査専門官

年金舩務官

統括年金審壷専門官
年金給付専門官

年金審壷専門官

医療専門官
障害給付専門官

1

２
３

<内1＞

１
１
６

10

１
１

２
６
１

4

<内1＞

10

3

庶務係
企画係
法令係

厚生年金保険管理係

国民年金管理係
交付金係

歳入金管理係

管理係
企画鯛整係
審査係

年金給付係

年金審査係
障害給付係

6

4

計 58

<内8＞

103

<内18＞

81

<内4＞

52

<内1＞

2
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2．事務分担表

〔年金局書記付〕

課長補佐等 係等の名称 所 掌 事 務

書記 管理係

主査（管理）

経理係

共済調整係

1．局長等の秘書に関すること。

2．局の国会用務の総括に関すること。

1．局の物品の管理に関すること。

2．局の職員の出張並びに俸給及び諸手当の支給に関すること。

1．局の職員（旧社会保険庁の職員であった者を含む。 ）の共済組合等に関
すること。
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’ 〔年金局総務課〕
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(併）

Ⅱ
葡政調整拠出金眉

里係（併）
主年金勘定のうち拠出金収入及び職域等費用納付金C

と。
済組合等に係る拠出金の額の概算額及び確定額に関可

ること。

課長補佐等 係等の名称 所 掌 事 務

轤鮮
庶務係 1．課の庶

2．局の予脅總悪詰ること。

雫評
人事係

主査（人事）

;:寶認瀞定難謬る塗箪に関すること．

◎と
。
こ
と
る
こ
す
る
関
す
に
関

等
。
に

令
と
数

発
こ
定

、
る
別

動
す
級

異
関
の

事
に
員

人
員
職
定
計

用
盗
云

採
織
別

の
組
特

員
の
金

職
局
年

１
２
３

濡餅
職員係

：
1．
2．

3．

措

｡

識こ巌溌麓蕊f政

と
。
を
の

こ
と
者
係

る
こ
た
務

す
る
っ
訟

関
す
あ
く

に
関
で
。

務
に
員
と

服
法
職
こ

び
理
の
る

及
倫
庁
す

戒
員
険
関

懲
務
保
に

塞
癖謬

轤瀞
訟務係 1．社会保険庁の廃止に伴う分限免職処分に対する審査請求、

ること。
訴訟等に関す

薙鮮 調整係（併）

企画係

主査

主査

主査

1．厚生労働省所管の年金制度の調整を図ること。

関に定策の画計
。
期
と
長
こ
び
う
及
行
画
を
企
究
的
研
合
査
総
調
、
る

し
す
関
関
に
に
度
度
制
制
金
金
年
年
の
の
管
管
所
所
省
省

働
・
働

労
と
労

生
こ
生

厚
る
厚

・
す
．

１
２

1．スライド制の調査研究に関すること。

1．公的年金制度間の調整のための調査、企画及び立案に関すること。

'定餓諒鰯謡轄 画、 F1証の； 蔦 鵠¥鑿 2びに公的；の処理に
年金各制度の安
関すること。

濡雛括）
財政総括係（併） 定及び厚生年金勘定の予算編

定及び厚生年金勘定に係る積
関すること。

金勘

金勘
究に

定、国民年

隠すること
調査需嚴

基礎年金勘
りまとめに
基礎年金勘
金に関する

誰
蕊
潅
郵

特
る
特
び

金
係
金
及

年
に
年
金

・
成
．
立

１
２

整）
雛篤金保険

霜年財政）

驍議
保険制度

の
す

も
．
関

る
に
す
理
属
管
に
の
係
金
整
裕
調
余
間
払
度
支
制
ぴ
険
及
保
金
金
立
年
積

生
。
る

厚
と
係
こ
に

定
る
定

勘
す
勘

金
関
金

年
に
年

生
成
生

厚
編
厚

の
算
の

計
予
計

今
云
の
今
云

別
ｊ
別

特
．
特

(業務勘定を除計今云別特金年るす
。
対
と
に
こ
会
る
合
す

連
○
関

金
と
に

年
こ
策

業
る
対

企
す
政

び
関
財

及
に
の

金
金
険

基
担
保

金
負
金

○
年
の
年

霞金
蕊
こと
厚生

廩蜂

を
・
る
．
く

１
２
３
４

1．年金特別会計の厚生年金勘定の予算編成に係る連絡調整に関すること。

金
額
付
定
交
確
金
び
年
及
生
額
蝉
獺
及
の
金
額
出
の
拠
金
金
出
年
拠
生
金
厚
年
ち
生
う
厚
の
る
定
係
勘
に

金
○
等

年
と
合

生
こ
組

厚
る
済

の
す
共

計
関
る

溌識鑪騨霧藻鍵鑛縄噌誉金交付金等に

会
に
た
と
た
省

別
成
関
こ
関
係

特
編
機
る
機
関

金
算
施
す
施
る

年
予
実
関
実
す

・
の
．
に
．
関

１
２
３

瀞爵敷）
国民年金財政係

霜年財政）

;:篝蕊繍纒謹識漂蕊溌鰕蕊
3着畠洋金の財政対策に関すること。

態裕金の管理に関す

1．年金特別会計の国民年金勘定の予算編成に係る連絡調整に関すること。

基礎年金財政係 1．年金特別会計の基礎年金勘定の予算編成に関すること。
2．基礎年金に係る拠出金等及び交付金等の概算額及び確定額に関すること
◎

3．年金特別会計の基礎年金勘定に係る積立金及び支払余裕金の管理に関す
ること。

主査

(基礎年金財政）
1．年金特別会計の基礎年金勘定の予算編成に係る連絡調整に関すること。
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人事調整専門官 1．職員の人事に関する調査、企画及び立案並びに調整に関すること。

広報広聴官 1．政府管掌年金事業の広報に関する企画及び立案並びに鯛整に関すること

澱鱸舞舞舞鶴調
と。

民の意
する日蕊鰯離耀燕凝議象

年金財政専門官 1．年金財政方式の調査研究に関すること。

電解
理専門官 各制度の財政計画、財政状況の調査における専門的事務の処理

患制度の安定性及び公平性に関する検証における専門的事務の
ること。

金
こ
金
す

年
る
年
関

的
す
的
に

公
関
公
理

・
に
．
処

１
２

財政専門官（併） 1． を

算；2．
ｊ
《
や
ユ
、
ｊ
区
ｑ

立
す

予
頼
関

る
る
に

係
潅
鐘

に
と
に
処

定
こ
定
の襄雲

厚
理
厚
専

び
処
び
る

及
の
及
す

定
務
定
関

勘
事
勘
に

金
的
金
究篝

国
る
国
及

寺
査

定
関
定
調

勘
に
勘
る

金
め
金
す

年
と
年
関

礎
ま
礎
に

基
り
基
金

の
と
の
裕

計
の
計
余

今
至
霞
云
払

別
事
別
支

特
の
特
ぴ

金
成
金
及

口
”
再
幸
も
ユ
却
凹
屋
、
一
」
Ｄ
Ｐ
一

と。

訟務専門官（9）
(併8）

1．社会保険庁の廃止に伴う分限免職処分に対する審査請求、所訟等に関す
る専門的な事務の処理に関すること。
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〔年金局年金課〕
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課長補佐等 係等の名称 所 掌 事 務

課長補佐

(総括）

庶務係

企画法令第一係

企画法令第三係

1．課の庶務に関すること。

1．国民年金に関する企画及び立案に関すること。

1．国民年金の費用に関する部分の改定等に関すること。

課長補佐

(法令）

企画法令第二係

企画法令第四係

主査

主査

主査

主査

主査

主査

1．厚生年金保険に関する企画及び立案に関すること。

1．公的年金一元化後における給付費用に関すること。 ‘

1．障害年金を支給すべき障害の程度の検討及び障害認定日等の検討に関す
ること 。

1．厚生年金保険制度に関する調査研究、連絡調整に関すること。

1．国民年金制度（基礎年金を除く）に関する諸問題の調査研究に関するこ
と ｡

1．国民年金制度（基礎年金に限る）に関する諸問題の調査研究に関するこ
と 。

1．各公的年金制度の給付面、負担面の制度間調整に関する諸問題の調査研
究に関すること。

1．公的年金一元化後における事業運営に関する局内関係課室及び省内関係

局との連絡調整に関すること。

年金制度調整専門

官

1．公的年金一元化後における各制度の運営に関する関係省庁との連絡調整
に関すること。

年金制度調査専門

官

1．税制、民事法制、各種社会保障制度等関連諸制度の調査研究、年金制度
の構造的問題に関する企画・立案に関すること。

年金事業調整専門

官

1．公的年金一元化後における各制度共通の事業運営に関する関係省庁及び
制度運営部門との調整に関すること。

年金制度企画専門

官

1．公的年金制度における持続可能性及びセーフティネット機能の強化等に
関する企画・立案及び関係省庁との連絡調整に関すること。
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〔年金局国際年金課〕

課長補佐等 係等の名称 所 掌 事 務

陳長補佐
(総括）

庶務係

協定第一係

協定第二係

1．課の庶務に関すること。

1．社会保障協定（以下「協定」 という。 ）の締結又は改定に伴う協定原案
の取りまとめに関すること（協定第二係の所掌に属するものを除く。 ） 。
2．協定の締結又は改定に伴う協定相手国との連絡調整に関すること （協定
第二係の所掌に属するものを除く。 ） 。
3．協定の締結又は改定に伴う諸問題の調査研究に関すること （協定第二係
の所掌に属するものを除く。 ） ◎

1．アジア等の新興国との協定の締結又は改定に伴う協定原案の取りまとめ
に関すること。
2．アジア等の新興国との協定の締結又は改定に伴う協定相手国との連絡調
整に関すること。
3．アジア等の新興国との協定の締結又は改定に伴う諸問題の調査研究に関
すること。

腺長補佐
(法令）

企画係

調整係

外国年金係

主査（3）

1．協定の締結又は締結済の協定の改定に伴う協定を実施するための国内関
係法令（以下「国内関係法令」 という。 ）の企画・立案に関すること。
2．協定の締結又は締結済の協定の改定に伴う国内関係法令の解釈及び運用
に関すること。

1．協定の締結又は改定に伴う国内関係法令に関する国内関係機関との連絡
調整に関すること。
2．協定の締結又は締結済の協定の改定に伴う国内関係機関との連絡調整に
関すること。
3．協定の締結又は改定に伴う国内関係法令に関する省内関係部局（医療、
労災、雇用保険）との連絡調整に関すること。
4．協定の締結又は締結済の協定の改定に伴う省内関係部局との連絡調整に
関すること。

１
２
３
４
５

ロ
０
，
白

諸外国の年金に関する制度の調査研究に関すること。
諸外国における年金通算の事例調査及び分析に関すること。
協定締結済国の年金制度改正の動向・調査研究に関すること。
協定締結済国に対する国内制度改正情報の提供に関すること。
我が国の年金制度及び締結済協定の海外への紹介及び資料の提供等に関
すること。
6．外国人への社会保障適用の在り方に関する企画調査に関すること。

1．諸外国との間の協定の締結に伴う協定原案の企画・立案及び国内関係機
関との連絡調整に関すること。
2．締結国との間の協定の解釈、運用及び改定に伴う協定原案の企画・立案
に関すること。

課長補佐

(国際事業）

国際事業係 1．政府管掌年金事業の実施に関する国際協力に関すること。

2．その他、社会保障制度に係る国際協力に関すること。

課長補佐

(国際年金調整）

国際年金調整係 1．協定の実施に関する外国の保険者との調整に関すること。
2．協定等の実施に関する日本年金機構及び共済組合との連絡調整に関する
こと ◎

課長補佐

(国際年金通算）

1．協定等の実施に関する諸外国の年金制度に関する調査及び研究に関する
こと ｡

国際年金通算調整

官（4）

1．協定等に基づく事業の実施に関する企画、調査、研究及び専門的事務の
処理に関すること。

2．協定等の実施に関する外国の保険者並びに関係省庁及び共済組合との連
絡調轄に関すること。

3．協定等の実施に関する諸外国の年金制度の運営に関する鯛査及び研究に
関すること。



一

毛

1

〔年金局資金運用課〕

僻

I

’

I

課長補佐等 係等の名称 所 掌 事 務

課長補佐

(総括）

運用管理係

主査

業務管理係

主査

1．資金運用に関する基本的事項の調整に関すること。

2．年金積立金管理運用独立行政法人の理事長、経営委員会委員及び監査委
員会委員の任免並びに管理運用業務担当理事の承認に関すること。
3．年金積立金管理運用独立行政法人が行う業務に関する連絡・調整に関す
ること。

4．その他課の庶務に関すること。

1．年金積立金管理運用独立行政法人の管理運用業務に関する経理等に関し
、 年金積立金管理運用独立行政法人と関係行政機関との連絡及び調整に関
すること。

2．年金積立金管理運用独立行政法人の監査法人の選定に関すること。
3．資金運用に関する職員研修の企画実施に関すること。

1．承継債権管理回収業務及び年金担保貸付業務の企画・立案に関すること

2?独立行政法人福祉医療機構に関する中期目標(承継債権管理回収業務及
び年金担保貸付業務に限る）の作成及び変更に関すること。
3．独立行政法人福祉医療機構が策定する中期計画（承継債権管理回収業務
及び年金担保貸付業務に限る）の審査及び認可に関すること。
4．その他独立行政法人福祉医療機構が行う業務（承継債権管理回収業務及

び年金担保貸付業務に限る）の連絡・調整に関すること。

1．承継債権管理回収業務及び年金担保貸付業務の事業計画及び資金計画に
関すること。

2．独立行政法人福祉医療機構(承継債権管理回収業務及び年金担保貸付業
務に限る)の業務評価に関すること。

課長補佐

(法令）

企画調査係 1．厚生年金及び国民年金の年金積立金の運用に関する企画、立案に関する
こと ｡

2．資金運用に関する調査研究に関すること。
3．年金積立金管理運用独立行政法人の中期目標の作成及び変更に関するこ

と。

4．年金積立金管理運用独立行政法人が策定する中期計画及び業務方法書の

審査及び認可に関すること。
公

5．年金積立金管理運用独立行政法人の業務評価に関すること。
6．毎年度の運用成果が年金財政に与える影響の検証に関すること。

資金運用専門官 '究誌溌轤難僻立行政法人の具体的な運用管理方法等の調査・研ること。

資金運用調整官 月
月
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積立金運用調査官 1．国内外の年金基金の運用状況に関すること。
2．金融市場の動向の調査・分析に関すること。
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〔年金局企業年金・個人年金課〕

1 1

課長補佐等 係等の名称 所 掌 事 務

課長補佐

(総括）

庶務係

企業年金係

国民年金基金係

指導鯛整係

確定拠出年金係

主査

主査

基金運用係

確定拠出年金運用

係

1．課の庶務に関すること。

1．確定給付企業年金の承認又は認可及び指導監督に関すること。
2．企業年金連合会及び石炭鉱業年金基金の指導・監督及び助成に関する
こと ◎ 。

3．公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の－
部を改正するための厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成二十五
年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」 という。 ）附則第三条第
十一号に規定する存続厚生年金基金（以下「存続厚生年金基金」という。
）及び平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会（以
下「存続連合会」という。 ）の指導・監督に関すること。

1．国民年金基金の設立認可及び指導・監督に関すること。
2．国民年金基金連合会及び独立行政法人農業者年金基金の指導・監督及び
助成に関すること。

1．地方厚生局が行う確定給付企業年金、国民年金基金及び存続厚生年金基

金の指導監督に関すること。

1．確定拠出年金の認可の方針及び認可規約の管理に関すること。

2．確定拠出年金の指導方針及び指導マニュアルの策定に関すること。
3．国民年金基金連合会及び運営管理機関等の指導監督に関すること。
4．確定拠出年金の指導結果の取りまとめに関すること。

5．確定拠出年金の調査・研究及び統計に関すること。

1．確定給付企業年金及び存続厚生年金基金の実施に係る承認又は認可に関
する事務の処理に関すること。

2．確定給付企業年金の認可規約の管理に関すること。

1．平成二十五年改正法附則第十一条第一項に規定する自主解散型基金、平
成二十五年改正法附則十九条第一項に規定する清算型基金及び特定基金（
以下「自主解散型基金等」 という。 ）の審査に関すること。
2． 自主解散型納付計画、清算型納付計画及び清算未了特定基金型納付計画
(以下「自主解散型納付計画等」 という。 ）の審査及び承認後の納付確露
に関すること。

1．国民年金基金及び存続厚生年金基金の積立金の運用並びに確定給付企業
年金の資金運用に関する企画、立案に関すること。
2．国民年金基金（連合会を含む） 、確定給付企業年金、企業年金連合会、
存続厚生年金基金及び存続連合会の資金運用に係る指導監督に関すること
◎

3．その他国民年金基金（連合会を含む） 、確定給付企業年金、企業年金連

．合会、存続厚生年金基金及び存続連合会の資金運用に関すること。

1．確定拠出年金の資金運用に関する企画、立案に関すること。
2．確定拠出年金の資金運用に係る指導監督に関すること。

3．その他確定拠出年金の資金運用に関すること。

課長補佐

(法令）

企画係 1．国民年金基金、石炭鉱業年金基金、存続厚生年金基金及び独立行政法人
農業者年金基金制度に関し、企画立案並びに関係機関との調整に関するこ
と。

2．確定給付企業年金及び確定拠出年金制度に関する企画、立案に関するこ
と。

企業年金資産運用

調整官

1．資産運用に関する運用受託機関及び関係省庁等との調整に関すること。
2．資産運用関係法令及びガイドラインに関すること。
3．資産運用の研修に関すること。

企業年金資産運用

専門官

1．企業年金等の資金運用に係る指導方針に関すること。
2．企業年金等の資金運用に係る調査研究に関すること。
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(2）

〔企業年金・個人年金普及推進室〕

1

1

’

運営健全化指導調

整官

1．清算型基金の指定に関すること。
2．存続厚生年金基金の資産状況のモニタリングに関すること。

3． 自主解散型基金等にかかる業務処理マニュアルの検討、作成に関するこ
と 。 ｡

確定拠出年金指導

調整官

1．確定拠出年金（企業型年金（簡易企業型年金を除く。 ）に限る。 ）の認
可等及び実施状況の分析に関すること。

2．確定拠出年金運営管理機関（企業型年金（簡易企業型年金を除く。 ）に
係るものに限る。 ）の指導・監督に関すること。

確定拠出年金指導

専門官

1．確定拠出年金の認可等及び実施状況の分析に関すること （確定拠出年金

指導調整官の所掌に属するものを除く。 ） 。
2．確定拠出年金運営管理機関の指導・監督に関すること （確定拠出年金指
導調整官の所掌に属するものを除く。 ） ◎

企業年金指導鯛整

官

1．確定給付企業年金に対する指導監督の方針に関すること。

企業年金監査調整

官

1．企業年金の監査実態の把握、分析に関すること。

財政運営指導調整

官

1．解散計画及び代行返上計画の審査及び実施状況の分析に関すること。

2．解散等を予定する存続厚生年金基金に対する指導方針に関すること。

企業年金推進専門
官

1．存続厚生年金基金から厚生年金以外の企業年金等への移行のための支援
策の企画及び立案並びに調査研究に関すること。

2．社会保障審議会企業年金部会厚生年金基金の特例解散等に関する専門委
員会の運営に関すること。

企業年金財政分析

官

(専門スタッフ職）

1．我が国及び諸外国における企業年金の制度設計、財政基準や企業会計基

準及び関連情報について高度に専門的な知識経験に基づく情報の収集、分
析等を行うことにより、企業年金制度全般に関する企画及び立案の支援を
行うこと 。

課長補佐等 係等の名称 所 掌 事 務

室長補佐 普及推進係 1．確定給付企業年金並びに確定拠出年金及び国民年金基金に関する制度の
普及に関する施策の企画及び立案並びに関係機関との調整に関すること。

企業年金・個人年

金普及推進専門官

1．確定給付企業年金並びに確定拠出年金及び国民年金某金に関する制度の
普及に関する施策の運営管理機関及び関係省庁等との調整に関すること。

2．確定給付企業年金並びに確定拠出年金及び国民年金基金に関する制度の
普及に関する情報収集並びに調査及び分析に関すること。



〔基金数理室〕

課長補佐等 係等の名称 所 掌 事 務

室長補佐

(数理）

数理企画係

数理指導係

1．国民年金基金（同連合会を含む）石炭鉱業年金茶金確定給付企業年金

企業年金連合会、存続厚生年金墓令及び存続連合会の数理に関すること
｡

1．確定給付企業年金の承認又は認可及び指導監督のうち年金数理に関する
こと ◎

2．企業年金連合会の指導監督のうち年金数理に関すること。

3．存続厚生年金基金及び存続連合会の指導・監督のうち年金数理に関する
こと ◎

数理解析官 1．企業年金等の年金菰立金の数理的評価についての調査解析に関すること
2．年金積立金の数理的評価に基づく掛金の算定方法の調査・解析及び企業
年金等の財政に与える影響についての解析に関すること。

数理専門官 1．業務委託法人の指定、取消及び指導のうち年金数理に関すること。

2．石炭鉱業年金基金の事業計画、予算及び決算のうち年金数理上の審査並
びに財政再計算の審査に関すること。
3．確定給付型の制度から確定拠出年金への移行に係る数理に関すること。
4．存続厚生年金基金の認可並びに事業計画、予算及び決算のうち年金数理
上の審査に関すること。
5．存続厚生年金基金の財政再計算の審査に関すること。

数理専門官（併） 1．確定給付企業年金の承認又は認可のうち年金数理上の審査に関すること
◎



二

毛

〔年金局数理課〕
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! 〔数理調整管理室〕
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課長補佐等 係等の名称 所 掌 事 務

課長補佐

(総括）

庶務係 1．課の庶務に関すること。

課長補佐

(数理）

数理第一係 1．国民年金の数理に関すること。

課長補佐

(数理）

数理第二係

主査

1．厚生年金保険の数理に関すること。

1．厚生年金保険（実施機関たる共済組合等に係るものに限る。 ）及び共済
年金の数理に関すること。

数理専門官（2）

(併1）

1．年金制度の数理上の基礎資料等を得るための調査研究、解析に関するこ
と。 ．

数理解析専門官 1．国民年金及び厚生年金保険の年金額の分布に関する調査研究、解析に関
すること。

数理調整官（併） 1．国民年金及び厚生年金保険の数理において相互に関連する部分に係る事
項のための調査整理及び連絡に関すること。

国際年金財政

分析官

(専門スタッフ職）

1．諸外国の公的年金の財政の分野において高度に専門的な知織経験に基づ
く情報の収集、分析等を行うことにより、国民年金及び厚生年金保険に関
する政策検討の支援を行うこと。

課長補佐等 係等の名称 所 掌 事 務

室長補佐

(数理）

管理係（併） 1．室の庶務に関すること。

室長補佐（併） 数理調整管理第一

係

数理鯛整管理第二

係

1．実施機関の拠出金及び政府負担に関する財政及び資料の収集、整備に関
すること。

1．実施機関の拠出金及び政府負担に関する財政及び資料の提供に関するこ
と ◎

調査解析官 1．被用者年金制度に関する数理において実施機関相互に関連する部分に係
る事項の調査研究及び解析に関すること。
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〔年金局事業企画課〕
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課長補佐等 係等の名称 所 掌 事 務

課長補佐

(総括）

庶務係

情報公開・社会保

険労務士係

主査

1．課の庶務に関すること。

2．独立行政法人年金・健康保険福祉施股整理機構の独立行政法人地域医療

機能推進機構への移行に伴い発生する残務の処理並びに独立行政法人年金
･健康保険福祉施設整理機構が譲渡した年金福祉施設に関する照会対応等
に関すること。

1．政府管掌年金事業（当分の間、特定障害者に対する特別給付金の支給に
関する法律（以下「特別障害給付金法」 という。 ）に基づく事業を含む。
以下同じ。 ）並びに全国健康保険協会が管掌する健康保険及び船員保険の
事業のうち健康保険法第五条第二項若しくは第百二十三条第二項又は船員
保険法第四条第二項の規定により厚生労働大臣が行う業務（以下「政府管
掌年金事業等」という。 ）の実施に係る情報公開の舗求及び開示に関する
こと ◎

2．政府管掌年金事業等の実施に係る局が保有する個人情報に係る開示、訂
正、利用停止等の請求及び実施に関すること。
3．政府管掌年金事業等の実施に係る情報公開及び個人情報開示に係る日本
年金機構との連絡調整に関すること。
4．社会保険労務士制度に係る企画及び立案に関すること。

5．社会保険労務士法令の調整及び取りまとめ並びに制定に関すること。

6．社会保険労務士法令に基づく告示の制定及び改廃に関すること。

7．社会保険労務士試験に関すること。
8．社会保険労務士業を行う社会保険労務士の指導及び監督に関すること。
9．社会保険労務士の懲戒に関すること。
10．全国社会保険労務士連合会の指揮監督に関すること。

11． 4から10までに掲げるもののほか、社会保険労務士に関すること。

12．年金委員に関すること。

課長補佐

(企画）

企画係

主査（1）

1．政府管掌年金事業等に共通する事業運営に関する総合的な企画及び立案
並びに調整に関すること （国際年金課の所掌に属するものを除く。 ） 。
2．政府管掌年金と共済組合との間の事務処理に係る企画及び立案並びに調

整に関すること。

3．政府管掌年金、全国健康保険協会が管掌する健康保険及び船員保険並び

に労働者災害補償保険及び雇用保険に係る徴収事務の一元化の企画及び立
案並びに調整に関すること。

4．行政情報化の推進に関すること。

課長補佐

（運営管理）

課長補佐

（事業推進）

運営管理係

記録整備係

主査（2）

1． 日本年金機構の組織及び運営一般に関すること （藍蚕室及び会計室の所

掌に属するものを除く。 ） 。

2． 日本年金機構が行う業務に関する日本年金機構との総合的な連絡調整に
関すること。

3．社会保障審議会年金事業管理部会の運営に関すること。

1．政府管掌年金の被保険者等に関する記録の管理に関する企画及び立案に
関すること。

2．政府管掌年金の被保険者等に関する記録の管理に関する日本年金機構と
の連絡調整に関すること。

3．政府管掌年金の被保険者等に関する記録の管理に関する関係省庁との
連絡調整に関すること。

課長補佐（国民の

声）

国民の声対応係 1．政府管掌年金事業等の実施に関する国民からの苦情、意見及び要望に関
すること。

2．前号に掲げるものに関する日本年金機構との連絡鯛整に関すること。

企画調整官 1．政府管掌年金事業等に共通する事業運営に関する総合的な企画及び立案
並びに調整に関すること。

2．企画専門官の行う事務の整理に関すること。
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運営管理専門官（
2）

1． 日本年金機構の中期目標の策定及び変更に関すること。
2． 日本年金機構の理事長及び監事の任免に関すること。
3． 日本年金機構の副理事長及び理事の任免に係る認可に関すること。
4． 日本年金機構の役職員に対する報酬等の支給の基準に関すること。
5． 日本年金機構の制裁規程の作成及び変更に係る認可に関すること。
6． 日本年金機構が行う業務に関する日本年金機構との総合的な連絡調整に
関する専門的事務の処理に関すること。

評価専門官 1． 日本年金機構の中期計画及び年度計画の作成及び変更に係る認可に関す
ること 。

2． 日本年金機構の業務の委託に関する基準の策定及び変更に関すること。
3． 日本年金機構の業務方法書の作成及び変更に係る認可に関すること。
4． 日本年金機構の業務評価に関すること。

サービス改善専門

官（2） （併2）

1．政府管掌年金事業等の実施に関する国民からの苦情、意見及び要望に関
する専門的事務の処理に関すること。

2．前号に掲げるものに関する日本年金機構との連絡調整に関すること。



ザ

〔システム室〕

課長補佐等 係等の名称 所 掌 事 務

室長補佐（総括。

計画）

計画係

主査（1）

1．情報システムの開発、管理、運用及び保守（以下「開発等」という。 ）

に関する計画に関すること。

2．システム開発委員会の運営に関すること。

3．その他室の庶務に関すること。

1．計画係の所掌事務に関する日本年金機構との連絡調整に関すること。

室長補佐（システ

ム企画）

システム企画係

主査（5）

情報企画係

主査（4）

1．情報システムに係るシステム開発等の予算に関すること。 ．

2．情報システムに係る業務・システム企画に関すること。
3．情報システムに係るシステム開発等の調達に関すること。
4．情報システムに係る管理、運用及び保守に関すること。

5．前各号に掲げるものに関する日本年金機構との連絡調整に関すること。

1．システム企画係の所掌事務に関する日本年金機構との連絡調整に関する
こと 。

1．新たな年金業務システムの構築に関する企画及び立案に関すること。
2．新たな年金業務システムの構築に関する調達に関すること。

3．年金給付システムの最適化に関すること。

4．前各号に掲げるものに関する日本年金機栂及び関係機関との連絡調整に
関すること。

室長補佐（セキュ

リティ対策）

セキュリティ対策

係

主査（1）

1．情報システムに係るセキュリティ対策の企画及び立案に関すること。
2．情報システムに係るセキュリティ対策の実施状況の調査及び指導に関す
ること。

3．前各号に掲げるものに関する日本年金機構及び関係機関との連絡調整に
関すること。

情報企画専門官

(3）

1．情報システムに係るシステム開発等に関する専門的事務の処理に関する
こと。

2．前号に掲げるものに関する日本年金機構との連絡鯛整に関すること。

情報セキュリティ

専門官

1．情報システムに係るセキュリティ対策に関する専門的事務の処理に関す
ること。

2．前号に掲げるものに関する日本年金機構及び関係機関との連絡調整に関
すること。
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課長補佐等 係等の名称 所 掌 事 務

室長補佐 統計調査係

主査

主査

1．政府管掌年金並びに全国健康保険協会が管掌する健康保険及び船員保険
(健康保険法第五条第二項若しくは第百二十三条第二項又は船員保険法第
四条第二項の規定により厚生労働大臣が行う業務に関する部分に限る。 ）
（以下「政府管掌年金等」 という。 ）の事業の実施に必要な統計資料の収
集、整理、編纂、及び保管に関すること。
2．政府管掌年金等の事業の実施に必要な統計の作成及び分析に関すること

ロ

3．政府管掌年金等の事業の実施に必要な統計数理的調査に関すること。
4．政府管掌年金等の事業の実施に必要な統計に関する日本年金機構及び関

係機関との連絡調整に関すること。

5．その他室の庶務に関すること。 ．

1．国民年金事業の実施に必要な統計数理的調査に関すること。

1．厚生年金保険事業の実施に必要な統計数理的鯛査に関すること。
2．各種共済組合、その他関係制度に関する統計資料の収集、整理、編纂及
び保管に関すること。

調査専門官 1．政府管掌年金等の事業の実施に必要な統計数理的鯛査に関する関係省庁

との調轄に関すること。

調査分析専門官 1．政府管掌年金等の保険料収納状況に係る統計数理的調査及びその分析に
関すること。
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〔藍杏窒〕

課長補佐等。 係等の名称 所 掌 事 務

室長補佐（併） 監査係 1．政府管掌年金事業等の実施に関する局の所掌事務についての監査計画の

立案及び実施に関すること （システム監査係の所掌に属するものを除く。
） ◎

2．監査及び監査結果の分析及び評価に関すること （システム監査係の所掌
に属するものを除く。 ） 。

3． 日本年金機構に対する報告徴収に関すること（システム監査係の所掌に
属するものを除く。 ） 。
4． 日本年金機構の業務運営の改善に関する命令に関すること（システム監
査係の所掌に属するものを除く。 ） 。

5． 日本年金機構の業務又は会計における法令違反等の是正に関すること （
システム監査係の所掌に属するものを除く。 ） ｡

6． 日本年金機構の会計監査人の選任に関すること。

7．政府管掌年金事業等の実施に関する地方厚生局の所掌事務の運営の改善
等の指導に関すること。

8．その他室の庶務に関すること。

室長補佐

(システム監査）

システム監査係

主査（併）

1．政府管掌年金事業等の実施に関する事務の処理に関する電子計算組織（
以下「情報システム」 という。 ）の運用についてのシステム監査及びサイ
バーセキュリティ監査に係る監査計画の立案及び実施に関すること。

2．情報システムの運用についてのシステム監査及びサイバーセキュリティ
監査並びに監査結果の分析及び評価に関すること。
3．情報システムの運用についての日本年金機構に対する報告徴収、業務改
善命令及び法令違反等の是正に関すること。

1．情報システムの運用についてのシステム監査及びサイバーセキュリティ
監杳を行うこと 。

室長補佐

(サーベイランス）

(併）

調査係 1． 日本年金機構が情報システムを用いて行う事務処理のうち、政府管掌年
金事業の給付に関するものの適正性等の調査監視に関すること。
2． 日本年金機構が情報システムを用いて行う事務処理のうち、政府管掌年
金の被保険者等に関する記録の管理に関する事務処理の適正性等の調査監
視に関すること。
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課長補佐等 係等の名称 所 掌 事 務

室長補佐

（総括）

室長補佐

（予算）

予算係

主査（1）

1．年金特別会計の予算要求に関すること。

2．年金特別会計業務勘定の予算編成及び執行の計画並びに前渡資金の額の
算定に関すること。

3． 日本年金機構運営費交付金に係る予算編成に関すること。
4． 日本年金機構の会計規程に関すること。

5．年金特別会計の予算の繰越しに関すること。
6．その他室の庶務に関すること。

1． 日本年金機構運営費交付金に係る予算編成その他の年金特別会計の予算

要求に関する日本年金機構との連絡調整に関すること。

室長補佐

(決算） （併）

決算係

主査（1）

1．年金特別会計の決算に関すること。

2．年金特別会計の債権の管理及び歳入の徴収に関すること。 （事業管理謀
の所掌に属するものを除く。 ）

3． 日本年金機構の財務諸表の承認に関すること。
4． 日本年金機構の財務及び会計に関する省令の制定改廃に関すること。

1． 日本年金機構の財務諸表の承認その他の年金特別会計の決算に関する日
本年金機構との連絡調整に関すること。

室長補佐
(出納）

出納係 1．年金特別会計の支出に関すること。
2．年金特別会計の支出負担行為の確認に関すること。
3．年金特別会計の支払元受高に関すること。
4．前渡資金の支払に関すること。

室長補佐

）

(調達審査・管財

調達審査係

管財係

1．年金特別会計に係る調達の審査に関すること （契約係の所掌に属するも
のを除く。 ） 回

2．年金特別会計の調達計画に関すること。
3．年金特別会計の調達の実施に関する企画並びに地方厚生局及び日本年金

機構における調達に関する事務の調整に関すること（契約係の所掌に属す
るものを除く。 ） ◎

1．年金特別会計の国有財産及び物品の管理に関すること。
2．年金特別会計の国有財産及び物品の管理に関する企画並びに地方厚生局
及び日本年金機構における国有財産及び物品の管理に関する事務の鯛整に
関すること。

3． 日本年金機構における財産処分等の認可に関すること。
4．営繕に関すること。

室長補佐

(契約） （併）

契約係 1．支出負担行為に関すること。 。
2．年金特別会計の契約の実施に関すること。

予算専門官 1．年金特別会計の予算に関する専門的事務の処理に関すること。

契約調査官 1．年金特別会計の契約に係る予定価格の作成、業者選定等の事務のうち、
専門的事項に関する調査及び研究に関すること。
2．年金特別会計の契約に関する専門的事務の処理に関すること。

管財専門官（併） 1．年金特別会計の国有財産の営繕に係る専門技術面の企画及び調査並びに
研究に関すること。

2． 日本年金機構における財産処分等の認可に関する専門的事務の処理に関
すること。

会計事務専門官

(併）
1．年金特別会計に係る会計関係法令の運用に関する調査、研究等の専門的
事務の処理に関すること。

2．会計検査院が行う年金特別会計に係る会計検査に関する連絡調整に関す
ること ｡
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〔年金局事業管理課〕

国民年金事莱及び特別障害縮

ﾖ民年金管理係の所掌に属する
国民年金事業及び特別障害総
運用解釈並びに日本年金機構が

と （国民年金管理係の所掌に属
， 日本年金機構及び地方厚生局

法に基づく事業の実施に関する

の所掌に属するものを除く。 ）

国民年金事業及び特別障害総
臣に対する滞納処分等の権限の

,国民年金事業及び特別障害紹
金機構が行う滞納処分等に係る

金法に基づく畢乗C

Dを除く。 ） 。
金法に基づく事業、

う業務の実施基準り

るものを除く。 ） 。

おける国民年金事嘗
膀の指導に関するミ

課長補任

(収納対策・凌
令）

之び将別障晋淵

民年令耶

付金法に基づく畢栗の実施に閏ずゐ財お

委任に関すること。

付金法に基づく事業の実施に関する日刻
認可に悶すること‐

課長補佐等 係等の名称 所 掌 事 務

課長補佐（総括） 庶務係 1．課の庶務に関すること。

課長補佐

(企画・法令）

企画係

法令係

1．政府管掌年金事業等の実施に関する企画及び立案に関すること （国際年
金課及び事業企画課及び法令係の所掌に属するものを除く。 ）

2． 申請・届出のオンライン利用促進に関すること。

◎

1．政府管掌年金事業等の実施に関する法令に関すること（国際年金課及び
事業企画課の所掌に属するものを除く。 ） ｡

課長補佐

(厚年管理）

厚生年金保険管理

係

主査（厚年管理）

1．厚生年金保険事業並びに全国健康保険協会が管掌する健康保険及び船員
保険の事業のうち健康保険法第五条第二項若しくは第百二十三条第二項又
は船員保険法第四条第二項の規定により厚生労働大臣が行う業務（以下「
厚生年金保険事業等」 という。 ）の実施に関すること （他の係の所掌に属
するものを除く。 ） ｡

2．厚生年金保険事業等の実施及び子ども・子育て支援法の規定による拠出
金の徴収（以下「厚生年金保険事業等の実施等」 という。 ）に関する法令
の運用解釈及び日本年金機構が行う業務の実施基準の策定改廃に関するこ
と （他の係の所掌に属するものを除く。 ） ｡

3． 日本年金機構及び地方厚生局における厚生年金保険事業等の実施等に関
する事務の指導に関すること （他の係の所掌に属するものを除く。 ） 。
4．厚生年金保険事業等の実施等に関する財務大臣に対する滞納処分等（国
税滞納処分の例による処分並びに国税徴収法（昭和三十四年法律第百四十
七号）第百四十一条の規定による質問及び検査並びに同法第百四十二条の
規定による捜索をいう。以下同じ。 ）の権限の委任に関すること。

5．厚生年金保険事業等の実施等に関する日本年金機構が行う滞納処分等に
係る認可に関すること。

6．厚生年金保険事業等の実施等に関する日本年金機構の理事長が任命する
徴収職員及び保険料等の収納を行う職員の認可に関すること。
7．厚生年金保険事業等の実施等に関する日本年金機構が滞納処分等をした
場合におけるその結果の報告に関すること。
8．厚生年金保険事業等の実施に関する日本年金機構が行う立入検査等に係
る認可に関すること。

9．厚生年金保険事業等の実施に関する日本年金機構が行う保険料等の収納
に係る事務の実施状況及びその結果の報告に関すること。

1．厚生年金保険事業等の実施等に関する日本年金機構及び関係機関との連
絡調整に関すること。

課長補佐

(国年管理）

国民年金管理係 1．国民年金事業及び特別障害給付金法に基づく事業の実施に関すること （
他の係の所掌に属するものを除く。 ） 。

2．国民年金事業及び特別障害給付金法に基づく事業の実施に関する法令の
運用解釈並びに日本年金機構が行う業務の実施基準の策定改廃に関するこ
と （他の係の所掌に属するものを除く。 ） ｡

3． 日本年金機構及び地方厚生局における国民年金事業及び特別障害給付金
法に基づく事業の実施に関する事務の指導に関すること（他の係の所掌に

属するものを除く。 ）
4．国民年金事業及び特別障害給付金法に基づく事業の実施に関する日本年
金機構が行う立入検査等に係る認可に関すること。 （他の係の所掌に属す
るものを除く。 ）
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5．国氏勾

金機構0

に関す2

7．国民畠

金機構力

3．国民畠

金機構力

掌に属で

9．国民生

金機構メ

関する：

寝及び特別障害給付金圃

が仔命する徴収職日X

嶋山美地に腰

の収納券行う

嘩害給付金法に基づく事莱の施に関する日刻

収納に係る廟務の実施状況及びその結果の報豐

1
1

｜
’

’ ｜ ’ ’
の制度周知等を効果的に推埋

こ関すること

び関係機関との連絡鯛繋に段

交付金係 1．国民年金等事務取扱交付金に関すること。

2．国民年金等事務取扱交付金に係る市町村等の予算編成及び執行並びに決
算審査についての指導に関すること。
3．市町村における国民年金事業及び特別障害給付金法に基づく事業の実施

に関する事務の助言、勧告等に関すること。
4．国民年金等事務取扱交付金に係る地方厚生（支）局との連絡調整に関す
ること ◎ ，

課長補佐

(歳入金管理）

歳入金管理係 1．厚生年金保険事業等の保険料又は給付に関する債権の管理及び歳入の徴
収に関すること。

2．子ども・子育て支援法の規定による拠出金の徴収に関すること。
3．国民年金事業等の保険料又は給付及び特別障害給付金法に基づく事業の

給付に関する債権の管理及び歳入の徴収に関すること。
4．前号に掲げるものに関する日本年金機構及び関係機関との連絡調整に関
すること。

課長補佐

(管理）

管理係

主査（2）

1．政府管掌年金の被保険者等に関する記録の訂正手続（以下「年金記録訂
正手続」という。 ）の事務の実施に関すること （他の係の所掌に属するも

のを除く。 ） 。

2．年金記録訂正手続に関する地方厚生（支）局及び日本年金機構との総合

的な連絡調整に関すること。

3．社会保障審議会年金記録訂正分科会の運営に関すること。

課長補佐

(企画調整）

企画調整係 1．年金記録訂正手続の事務の実施に関する企画及び調整に関すること。

2．年金記録訂正手続の事務の実施に必要な統計の作成及び分析に関するこ
と。

3．前各号に掲げるものに関する地方厚生（支）局及び日本年金機構並びに
関係機関との連絡調整に関すること。

課長補佐

(審査総括）
審査係

主査（3）

1．年金記録訂正手続の実施等に関する告示の制定及び改廃並びに厚生労働

大臣が定める認定基準・要領等の改訂等に関すること。
2．年金記録審査官及び年金記録審査専門官が行う年金記録訂正手続の実施
等に係る審査請求事案等に関する事務の処理に関すること。
3．前各号に掲げるものに関する地方厚生（支）局及び日本年金機構並びに
関係機関との連絡調整に関すること。

年金事業運営専門

官

1．政府管掌年金事業等の実施の企画に関する専門的な事務の処理に関する

こと （他の係の所掌に属するものを除く。 ） 。

2．前号に掲げるものに関する日本年金機構との連絡調整に関すること。

厚生年金保険適用
徴収専門官（2）

1．厚生年金保険並びに全国健康保険協会が管掌する健康保険及び船員保険

(健康保険法第五条第二項若しくは第百二十三条第二項又は船員保険法第

四条第二項の規定により厚生労働大臣が行う業務に関する部分に限る。 ）
の適用対策及び保険料徴収対策を効果的に推進するための調査、分析及び

専門的事務の処理に関すること。

2．前号に掲げるものに関する日本年金機構との連絡調整に関すること。

国民年金適用収納

専門官（3） （併

1）

1．国民年金の適用対策及び国民年金保険料の収納対策を効果的に推進する

ための調査、分析及び専門的事務の処理に関すること。
2．前号に掲げるものに関する日本年金機構との連絡鯛整に関すること。
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’｜ ’ ’ すること。

行政対象暴力等専

門官

1．年金記録訂正手続に係る特定の事項に関する地方厚生（支）局への指導
及び支援に関すること。

2．前号に掲げるものに関する地方厚生（支）局及び日本年金機構並びに関
係機関との連絡調整及び連携に関すること。

年金記録審査官（
6）

1．年金記録訂正手続の実施等に係る審査請求事案等に関する専門的な事務
の処理に関すること。

2．前号に掲げるものに関する地方厚生（支）局及び日本年金機構並びに関

係機関との連絡鯛整に関すること。
3．年金記録審査専門官の行う事務の整理に関すること。

年金記録審査専門

官（10）

1．年金記録訂正手続の実施等に係る審査謂求事案等に関する専門的な事務
の処理に関すること。

2．前号に掲げるものに関する地方厚生（支）局及び日本年金機構並びに関
係機関との連絡調整に関すること。
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課長補佐等 係等の名称 所 掌 事 務

室長補佐

(年金給付）

年金給付係 1．政府管掌年金事業の実施のうち給付に関する事務に関すること （障害給
付係の所掌に属するものを除く。 ） 。

2．政府管掌年金事業の実施のうち給付に関する法令の解釈運用及び日本年
金機構が行う業務の実施基準の策定改廃に関すること（障害給付係の所掌
に属するものを除く。 ） ◎

3． 日本年金機構における政府管掌年金事業の実施のうち給付に関する事務
の指導に関すること（障害給付係の所掌に属するものを除く。 ） ｡

室長補佐

(年金審査）

年金審査係 1．年金審査専門官が行う厚生年金保険事業等の実施等に係る審査事件等に
関する事務の処理に関すること。

2．前号に掲げるものに関する日本年金機構との連絡調整に関すること。

室長補佐

(年金審査）

主査（4）

(年金審査）

1．年金審査専門官が行う国民年金事業及び特別障害給付金法に基づく事業
の実施に係る審査事件等に関する事務の処理に関すること。
2．前号に掲げるものに関する日本年金機構との連絡調整に関すること。

室長補佐

(障害給付）

障害給付係 1．政府管掌年金事業の実施のうち障害給付に関する事務に関すること。
2．政府管掌年金事業の実施のうち障害給付に関する法令の解釈運用及び日
本年金機構が行う業務の実施基準の策定改廃に関すること。
3． 日本年金機構における政府管掌年金事業の実施のうち障害給付に関する
事務の指導に関すること。

年金訟務官

●

1．政府管掌年金事業等の実施等に係る所舩事件のうち高度な専門的知職の
必要なものに関する事務の処理に関すること。
2．前号に掲げるものに関する法務局等との連絡調整に関すること。

統括年金審査専門

官

1．年金審査専門官が行う事務の総括に関すること。

年金給付専門官

(2）

1．政府管掌年金事業の実施のうち給付に関する専門的な事務の処理に関す
ること （障害給付係の所掌に属するものを除く。 ） ｡
2．前号に掲げるものに関する日本年金機構との連絡調整に関すること。

年金審査専門官
(6）

1．政府管掌年金事業等の実施等に係る審査事件及び訴訟事件に関する専門
的な事務の処理に関すること （医療専門官の所掌に属するものを除く。 ）
｡

2．前号に掲げるものに関する日本年金機構との連絡調整に関すること。

医療専門官（1） 1．障害認定事務の企画に関する事務のうち医療に関すること。
2．社会保険審査会における政府管掌年金の障害給付及び特別障害給付金（
特別障害給付金法に基づく特別障害給付金をいう。 ）の支給に係る審査事
件に関する事務のうち医療に関すること。
3．政府管掌年金事業の実施に必要な医療に関すること。

4．前各号に掲げるものに関する日本年金機構との連絡調整に関すること。

障害給付専門官

(4） （併1）
1．政府管掌年金事業の実施のうち障害給付に関する専門的事務に関するこ
と （医療専門官の所掌に属するものを除く。 ） 。

2．前号に掲げるものに関する日本年金機構との連絡調整に関すること。
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3．再任用短時間勤務職員の職名、定数等

課等の名称 職名 定数 所掌事務

事業企画課 監査官

システム監査官

3

1

1．政府管掌年金事業等の実施に関する日本年金機

構への壗杳及び地方厚生局への指導に関すること。

1．政府管掌年金事業等の実施に関する事務の処理

に関する電子計算組織の運用についてのシステム

監査及びサイバーセキュリティ監査を行うこと。

計 4


